
宮城県悪臭公害防止対策要綱 
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                           昭和５７年８月１日 
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（目的） 

第１ この要綱は、悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）及び公害防止条例（昭 

和４６年宮城県条例第２１号）に定めるもののほか，工場又は事業場（以下「工 

場等」という。）から発生する悪臭により、周辺住民の生活環境が阻害される 

ことを防止するため必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱の適用地域は県内全域とし、「工場等」とは、次の各号に掲げ 

る事業の用に供する施設及びその作業をいう。 

（１）農業 

（２）建設業 

（３）製造業 

（４）卸売業・小売業 

（５）電気・ガス・水道・熱供給業 

（６）サービス業 

２ 前項の施設及び作業には、廃棄物（排泄物を含む。）も含むものとする。 

３ この要綱において「規制地域」とは、悪臭防止法第３条第１項の規定に 

より知事（指定都市の区域については、指定都市の長）が指定した特定悪臭 

物質の排出を規制する地域をいう。 

４ この要綱において「指定市町村」とは、前項で知事が指定した特定悪臭物 

質の排出を規制した地域を所轄する市町村をいう。 

５ この要綱において「指定都市」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

２５２条第１項に規定する指定都市をいう。 

（判定基準） 

第３ 悪臭の判定基準は、三点比較式臭気採点法（別紙）により、「工場等」 

の敷地境界において臭気強度１．８以下（以下「判定基準」という。）とする。 

（県の責務） 

第４ 県は、規制地域外（指定都市の地域については除く。）の地域において、 

住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、悪臭を発生させ 

ている工場等の悪臭の排出抑制について指導するものとする。 

２ 県は、規制地域外（指定都市の地域については除く。）の地域において、 

住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、悪臭を発生させ 

ている工場等の悪臭の測定を行うものとする。 

３ 県は、必要に応じ、市町村の行う悪臭の測定及び悪臭防止のための施策に 

協力し、助言指導を行うとともに技術援助に努めるものとする。 



（市町村の責務） 

第５ 指定都市及び指定市町村は，指定地域内（指定都市にあっては全地域） 

の地域において、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、 

悪臭を発生させている工場等の悪臭の排出抑制について指導するものとする。 

２ 指定都市及び指定市町村は、規制地域内（指定都市にあっては全地域）の 

地域において、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、 

悪臭を発生させている工場等の悪臭の測定を行うものとする。 

３ 市町村は、県の行う悪臭の測定及び悪臭防止のための施策に協力するも 

のとする。 

（事業者の責務） 

第６ 事業者は、第３に基づく判定基準を遵守するよう努めるとともに当該工 

場等からの悪臭の排出を抑制するため必要な措置を講じなければならない。 

（通知） 

第７ 保健所長、指定都市の長又は、指定市町村の長は、第４の２又は第５の 

２による悪臭の測定を行った場合、その測定結果について、事業者及び関係 

機関に通知するものとし、その悪臭が判定基準に適合しない場合には、環境 

生活部長に報告するものとする。 

（勧告） 

第８ 保健所長、指定都市の長又は指定市町村の長は、第４の２又は第５の２ 

による悪臭の測定を行った結果、その悪臭が判定基準の適合しない場合には、 

当該工場等に対し悪臭防止に関する改善措置を勧告することができるものと 

する。 

（その他） 

第９ この要綱は、市町村が悪臭防止の見地から官能試験法（三点比較式臭気 

採点法等）を用いた要綱を制定し、施行することを妨げるものではない。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

（その他） 

２ 第２条の事業の種類は、日本標準産業分類（昭和２６年統計委員会告示第６ 

号）の大分類によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮城県環境関係例規集 平成８年３月 宮城県環境生活部 ４４９ページ】 



宮城県悪臭公害防止対策事務処理要領 
 

 

                        環 管 第 ６ ８ ９ 号 

                         平成５年５月３１日 

                          部 長 通 知 

 

 

１ 趣 旨 

  宮城県悪臭公害防止対策要綱（平成５年４月１日施行）の事務処理に当た 

っては、この要領に基づき処理するものとする。 

２ 処理事務 

（１）要綱の第４の１号における指導は、保健所が行うものとする。 

（２）要綱の第４の２号における測定は、保健所又は保健環境センターが行う 

ものとする。 

（３）要綱の第４の３号における指導・援助は、保健所、環境生活部又は関係 

機関が行うものとする。 

３ 測 定 

（１）悪臭の測定に際して、実施機関は、所轄保健所又は所轄市町村と密接な 

  連携を図り、それぞれ立会いの上実施するものとする。 

（２）悪臭の測定に際して、指定市町村は、所轄保健所の指導・助言を受けて 

  実施するものとする。 

（３）畜舎に係る悪臭の測定は、「宮城県畜産環境保全連絡調整会議」の地方 

  連絡調整会議の構成員の立会いの上、それ以外の測定は、必要に応じて関 

  係機関の立会いの上、実施するものとする。 

４ 通 知 

（１）要綱第７の規定による通知を行う場合は、別紙様式１により行うものと 

する。 

（２）要綱第７の規定による報告を行う場合は、別紙様式２によるものとし、 

  指定市町村長にあっては、所轄保健所を経由して、報告するものとする。 

５ 勧 告 

  要綱第８の規定による勧告を行う場合は、別紙様式３により行うものとし、 

 別紙様式４により、事前に環境生活部長に協議するものとする。ただし、指 

 定都市の長にあっては、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

【宮城県環境関係例規集 平成８年３月 宮城県環境生活部 ４５７ページ】 


